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本市では、府中地区保護司会、府中地区更生保護女性会等と協力し、社会を明るくする

運動を始めとする再犯の防止、更生保護に関する啓発活動及び関係団体の活動支援に取

り組んできました。 

今後は、犯罪をした者等が地域に復帰するに当たり、適切な保健医療及び福祉サービ

ス等の継続的な支援を円滑に受けることができるよう、関係機関との連携を強化します。

また、犯罪をした者等を孤立させることなく支え合う地域づくりを目指し、再犯防止等

に関する市民への周知及び啓発等の取組を進めます。 

 

（（３３））セセーーフフテティィネネッットトのの充充実実【【重重点点２２－－３３】】  

本市は、平成２７年度から令和２年度までの「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計

画」に生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、就労支援事業及び学習支援事

業等の内容を盛り込み、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図ってきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響等により、今後は生活に困窮する人や家に

ひきこもりがちな人の増加が懸念され、更なる経済的な支援が必要になることが考えら

れます。 

引き続き、仕事や暮らし等の様々な課題を抱える方に対する、就労、住居確保等に関す

る支援を行い、生活困窮者の自立に向けた支援を行います。 

また、新型コロナウイルス感染症により、市民生活は大きく変化し、これまでの地域福

祉の在り方にも課題を投げ掛けています。 

経済的な支援に加え、特に高齢者や障害のある人等が孤立しないための情報伝達の仕

組みづくりや新しいつながりを生み出すための地域づくりを進め、更なるセーフティネ

ットの充実を図ります。 

 

 

参考指標 

指標名 指標の説明 現状値 令和８年度目標値 

市民後見人受

任者数 

判断能力の低下した高齢

者や障害のある人の生活

支援を行う市民後見人の

人数です。人数の増加を目

指します。 

9人 

（令和元年度時点） 

20人 
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第第５５章章  計計画画のの基基本本目目標標にに向向けけたた取取組組  
  

基基本本目目標標１１  地地域域力力のの強強化化  

 

全ての市民が、日頃から地域に関心を持ち、孤立することなく、つながり合う地域づく

りを進めるため、地域の人がお互いを知り、交流する機会や場づくりを進めます。また、

地域住民自身による地域の課題への気付きや課題の解決に向けた活動やボランティア活

動等に気軽に取り組める仕組みづくり、地域福祉を担う人材の育成、地域福祉活動の推

進の支援等、地域力の強化を推進します。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））地地域域福福祉祉活活動動のの促促進進  

地域住民自身が地域課題に気付き、課題の解決に向けた活動やボランティア活動等に

参加するなどの地域福祉活動の促進のため、地域福祉を担う人材の育成、地域の居場所

づくりや見守り活動の活性化、地域活動・ボランティア活動の支援、各団体が連携できる

仕組みづくりを行います。 

 

施施策策①①  地地域域福福祉祉をを担担うう人人材材のの育育成成とと支支援援  
  

事事業業番番号号１１．．地地域域のの担担いい手手のの育育成成とと支支援援  

地域福祉を担う人材の育成と支援を進めるため、民生委員・児童委員、ボランティア等、

様々な形による地域の福祉への参加を促し、活動を支援します。 
  

取 組 内 容 

ボボラランンテティィアアセセンンタターー

等等のの活活用用にによよるる多多様様なな

人人材材のの確確保保・・育育成成  

・ 幅広い年齢層の参加促進に努め、多様な人材の確保・育成

を図る。 

民民生生委委員員・・児児童童委委員員活活動動

へへのの支支援援  

・ 民生委員・児童委員の活動内容を周知するとともに、新た

な福祉エリアにおいても民生委員・児童委員の活動しやす

い環境づくりに努める。 

関関係係団団体体へへのの支支援援  ・ 府中地区保護司会や府中市赤十字奉仕団等の活動強化の

ための取組を行う。 
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施施策策②②  地地域域活活動動・・ボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実  
  

事事業業番番号号２２．．地地域域のの居居場場所所及及びび見見守守りり機機能能のの強強化化  

高齢者、障害のある人、子ども及び子育てをしている人等、様々な人が地域とのつながり

を保つため、地域での居場所づくりと見守り機能の強化を進めます。 
  

取 組 内 容 

高高齢齢者者にに対対すするる地地域域でで

のの見見守守りり活活動動のの充充実実  

・ 見守りの必要な高齢者を支援するため、地域住民や自治

会・町会等、民生委員・児童委員、シニアクラブ、地域包

括支援センター等に加えて、広く福祉関係団体とも連携を

図り、見守りネットワークによる地域連携を強化する。 

認認知知症症高高齢齢者者をを支支ええるる

ままちちづづくくりりのの推推進進  

・ 認知症サポーターを養成し、認知症高齢者世帯への支援体

制を構築する。 

・ 認知症カフェの立ち上げ及び運営を支援する。 

障障害害ののああるる人人のの地地域域参参

加加・・地地域域交交流流のの促促進進  

・ 障害のある人が地域の一員として地域に参加することを

促進するため市民主体の地域交流、地域活動を支援する。 

地地域域ににおおけけるる子子育育てて支支

援援事事業業のの充充実実  

・ 子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業）、子どもの居

場所づくりなど、地域における子育て支援事業の充実を図

る。 

  

事事業業番番号号３３．．市市民民のの自自主主活活動動へへのの支支援援  

市民の自主的な地域福祉活動を推進するための支援を行います。 
  

取 組 内 容 

自自主主的的なな健健康康づづくくりりへへ

のの支支援援  

・ 健康づくりに向けた啓発を図る。 

・ 地域において自主的に健康づくりを実践している個人・団

体を「元気いっぱいサポーター」として活動を支援する。 

文文化化セセンンタターー等等をを活活用用

ししたた福福祉祉活活動動のの推推進進  

・ 市に福祉団体として登録した団体が、公共施設で活動する

際の支援を行う。 

・ 文化センター等を活用して、地域で進められる福祉活動の

場・機会を提供するほか、学習、交流事業や相談支援など、

多様な福祉活動の展開を図る。 

交交流流活活動動のの支支援援  ・ 市民活動センターの運営を通じて、市民活動に取り組む市

民・団体を支援するとともに、市民活動団体の活動拠点や

交流の場を提供する。 

地地域域ででのの自自主主的的なな福福祉祉

活活動動のの支支援援  

・ わがまち支えあい協議会等による地域の実情に応じた自

主的な支え合い活動等を支援し、支え合いのまちづくりを

推進する。 

  

 

- 100 - 

第第５５章章  計計画画のの基基本本目目標標にに向向けけたた取取組組  
  

基基本本目目標標１１  地地域域力力のの強強化化  

 

全ての市民が、日頃から地域に関心を持ち、孤立することなく、つながり合う地域づく

りを進めるため、地域の人がお互いを知り、交流する機会や場づくりを進めます。また、

地域住民自身による地域の課題への気付きや課題の解決に向けた活動やボランティア活

動等に気軽に取り組める仕組みづくり、地域福祉を担う人材の育成、地域福祉活動の推

進の支援等、地域力の強化を推進します。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））地地域域福福祉祉活活動動のの促促進進  

地域住民自身が地域課題に気付き、課題の解決に向けた活動やボランティア活動等に

参加するなどの地域福祉活動の促進のため、地域福祉を担う人材の育成、地域の居場所

づくりや見守り活動の活性化、地域活動・ボランティア活動の支援、各団体が連携できる

仕組みづくりを行います。 

 

施施策策①①  地地域域福福祉祉をを担担うう人人材材のの育育成成とと支支援援  
  

事事業業番番号号１１．．地地域域のの担担いい手手のの育育成成とと支支援援  

地域福祉を担う人材の育成と支援を進めるため、民生委員・児童委員、ボランティア等、

様々な形による地域の福祉への参加を促し、活動を支援します。 
  

取 組 内 容 

ボボラランンテティィアアセセンンタターー

等等のの活活用用にによよるる多多様様なな

人人材材のの確確保保・・育育成成  

・ 幅広い年齢層の参加促進に努め、多様な人材の確保・育成

を図る。 

民民生生委委員員・・児児童童委委員員活活動動

へへのの支支援援  

・ 民生委員・児童委員の活動内容を周知するとともに、新た

な福祉エリアにおいても民生委員・児童委員の活動しやす

い環境づくりに努める。 

関関係係団団体体へへのの支支援援  ・ 府中地区保護司会や府中市赤十字奉仕団等の活動強化の

ための取組を行う。 
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取 組 内 容 

ああららゆゆるる市市民民のの地地域域参参

加加のの促促進進  

・ 知識や経験をいかして地域で活躍できるよう、活動を始め

たい人への情報提供、機会や活動の場の確保を支援する。 

小小地地域域活活動動のの推推進進  ・ 自治会・町会等の活動を推進するための支援を行う。 

地地域域活活動動ののたためめのの自自主主

財財源源のの確確保保にに対対すするる支支

援援  

・ 市民活動団体の自主財源の確保に関する情報を紹介する。

また、事業収益の確保等に関する窓口相談や専門相談を実

施する。 

活活動動拠拠点点のの拡拡充充  ・ 地域福祉活動の拠点として、既存の公共施設のほか、空き

家等の民間スペースの活用を検討する。 

  

施施策策③③  住住民民主主体体のの地地域域課課題題解解決決のの体体制制づづくくりりのの強強化化【【重重点点１１－－１１】】  
  

事事業業番番号号４４．．地地域域福福祉祉ココーーデディィネネーータターーのの配配置置及及びび機機能能強強化化  

福祉エリアごとに住民や地域で活動する団体等が連携しながら、主体的に地域生活課題を

解決する体制を構築します。 
  

取 組 内 容 

地地域域福福祉祉ココーーデディィネネーー

タターーのの配配置置及及びび機機能能強強

化化  

・ 各福祉エリアに地域福祉コーディネーターを配置し、地域

の多様な主体が連携して地域課題の解決に取り組むため

の調整を行う等、機能を強化する。 

  

事事業業番番号号５５．．情情報報交交換換のの場場のの設設置置  

福祉活動を目的とする関係団体による情報交換を行います。 
  

取 組 内 容 

情情報報交交換換のの場場のの設設置置  ・ 民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会・町会等及

びＮＰＯ等の地域福祉活動を行う団体や各福祉分野の相

談機関等も含めた情報交換を行う。 

 

取取組組のの方方針針（（２２））多多様様なな主主体体ととのの協協働働のの推推進進  

地域の課題解決のための活動をより広く展開していくため、多様な主体が協働する仕

組みづくりを推進します。 
 

施施策策①①  市市民民及及びび企企業業等等ととのの協協働働のの推推進進  
  

事事業業番番号号６６．．市市民民及及びび企企業業等等ととのの協協働働のの取取組組のの推推進進  

市と市民及び企業等との協働の取組を推進します。  
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取 組 内 容 

多多様様なな主主体体ととのの連連携携  ・ ＮＰＯ・ボランティア団体、大学、事業者等との連携によ

る福祉事業を推進し、地域福祉活動の拡充を図る。 

・ 福祉と市民協働の担当部署が連携し、市民と行政との協働

の意義や必要性についての働き掛けを行う。 

地地域域ととのの連連携携のの推推進進  ・ 福祉団体及び福祉施設等と地域との交流を推進する。 

・ 保育所・地域包括支援センターなどの福祉施設・機関が、

地域の自主的な福祉活動に対して、情報提供、相談事業を

行うなど、地域との連携を推進する。 

 

取取組組のの方方針針（（３３））地地域域のの防防災災対対策策のの推推進進  

高齢者や障害のある人等、日常生活の中で手助けを必要とする人たちが災害時等も安

心して生活できるように、支援体制の整備を図ります。 

また、地域における防災対策のための取組が、市民の地域への関心の向上や地域活動

への参加の契機につながるよう図ります。 

 

施施策策①①  地地域域のの防防災災対対策策のの推推進進【【重重点点１１－－２２】】  
  

事事業業番番号号７７．．避避難難行行動動要要支支援援者者及及びび要要配配慮慮者者にに対対すするる支支援援体体制制のの強強化化  

高齢者や障害のある人等、自力での避難が困難な方及び一次避難所での避難生活を送るこ

とが困難な方への支援を強化します。 
  

取 組 内 容 

避避難難行行動動要要支支援援者者支支援援

体体制制のの強強化化  

・ 災害時に支援の必要な方を把握するため、避難行動要支援

者名簿を作成・更新し、災害時に必要に応じて活用できる

ように整備する。 

・ 平時から避難行動要支援者と接している自治会・町会等、

社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ケアマネジャー、

福祉サービス提供事業者、障害者団体等の福祉関係者や医

療機関とも連携を図り、避難行動要支援者の支援体制を整

備する。 

・ 避難行動要支援者名簿の周知を図り、登録者を増やす。 

・ 避難行動要支援者名簿の登録要件を整理し、見直しを検討

する。 

避避難難所所のの課課題題のの精精査査及及

びび対対応応のの検検討討  

・ 学校及び地域が主体となり避難所開設に取り組む学校を

増やすとともに、避難所として学校を利用する際のバリア

フリー対応等の課題を精査し、対応を検討する。 
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取 組 内 容 

ああららゆゆるる市市民民のの地地域域参参

加加のの促促進進  

・ 知識や経験をいかして地域で活躍できるよう、活動を始め

たい人への情報提供、機会や活動の場の確保を支援する。 

小小地地域域活活動動のの推推進進  ・ 自治会・町会等の活動を推進するための支援を行う。 

地地域域活活動動ののたためめのの自自主主

財財源源のの確確保保にに対対すするる支支

援援  

・ 市民活動団体の自主財源の確保に関する情報を紹介する。

また、事業収益の確保等に関する窓口相談や専門相談を実

施する。 

活活動動拠拠点点のの拡拡充充  ・ 地域福祉活動の拠点として、既存の公共施設のほか、空き

家等の民間スペースの活用を検討する。 

  

施施策策③③  住住民民主主体体のの地地域域課課題題解解決決のの体体制制づづくくりりのの強強化化【【重重点点１１－－１１】】  
  

事事業業番番号号４４．．地地域域福福祉祉ココーーデディィネネーータターーのの配配置置及及びび機機能能強強化化  

福祉エリアごとに住民や地域で活動する団体等が連携しながら、主体的に地域生活課題を

解決する体制を構築します。 
  

取 組 内 容 

地地域域福福祉祉ココーーデディィネネーー

タターーのの配配置置及及びび機機能能強強

化化  

・ 各福祉エリアに地域福祉コーディネーターを配置し、地域

の多様な主体が連携して地域課題の解決に取り組むため

の調整を行う等、機能を強化する。 

  

事事業業番番号号５５．．情情報報交交換換のの場場のの設設置置  

福祉活動を目的とする関係団体による情報交換を行います。 
  

取 組 内 容 

情情報報交交換換のの場場のの設設置置  ・ 民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会・町会等及

びＮＰＯ等の地域福祉活動を行う団体や各福祉分野の相

談機関等も含めた情報交換を行う。 

 

取取組組のの方方針針（（２２））多多様様なな主主体体ととのの協協働働のの推推進進  

地域の課題解決のための活動をより広く展開していくため、多様な主体が協働する仕

組みづくりを推進します。 
 

施施策策①①  市市民民及及びび企企業業等等ととのの協協働働のの推推進進  
  

事事業業番番号号６６．．市市民民及及びび企企業業等等ととのの協協働働のの取取組組のの推推進進  

市と市民及び企業等との協働の取組を推進します。  
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取 組  内 容 

防防災災ママッッププのの充充実実  ・ ハザードマップの内容の充実や周知等を行う。 

社社会会福福祉祉施施設設等等ととのの防防

災災協協定定、、福福祉祉避避難難所所のの確確

保保  

・ 災害時に一次避難所での避難生活を送ることが困難な要

配慮者のための福祉避難所として、福祉施設等を利用でき

るよう防災協定を結び、要配慮者が安心して避難生活を送

れる環境を整備する。 

  

事事業業番番号号８８．．地地域域ににおおけけるる防防災災ををテテーーママととすするる意意識識啓啓発発とと支支ええ合合いいのの体体制制づづくくりり【【新新規規】】  

地域における防災をテーマとする意識啓発と支え合いの体制づくりを進めます。 
  

取 組 内 容 

防防災災ををテテーーママととすするる意意

識識啓啓発発とと支支ええ合合いいのの体体

制制づづくくりり  

・ 地域における防災についての意識啓発や、防災をテーマと

した情報交換等の場づくりを行う。 

 

取取組組のの方方針針（（４４））地地域域のの防防犯犯対対策策のの推推進進  

高齢者や子ども等を犯罪から守るため、地域の防犯対策の強化を図ります。 

 

施施策策①①  防防犯犯意意識識のの向向上上  
  

事事業業番番号号９９．．防防犯犯意意識識のの向向上上  

高齢者や子ども等を犯罪から守り、安全に暮らせるよう地域の防犯意識を向上します。 
  

取 組 内 容 

防防犯犯意意識識のの向向上上  ・ 詐欺や窃盗等の被害から守るため、生活者自身の防犯意識

を高める啓発活動の充実を図る。また、地域の自主防犯意

識の啓発活動や支援活動の充実を図る。 

犯犯罪罪にに関関すするる情情報報提提供供

のの充充実実  

・ 詐欺や窃盗等の被害から守るため、犯罪についての情報提

供の充実を図る。 

自自主主防防犯犯パパトトロローールル活活

動動のの支支援援  

・ 府中警察署及び府中防犯協会等と連携し、防犯意識向上啓

発活動及び住民による自主防犯パトロール活動を支援す

る。 
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基基本本目目標標２２  包包括括的的支支援援体体制制のの整整備備  
 

複合的な課題を抱えた人が、適切かつ切れ目のないサービスの提供が受けられる等、

誰もが安心して生活できる地域とするため、分かりやすい情報提供体制や相談窓口の充

実、庁内及び関係機関の連携等、包括的な支援体制の整備を進めます。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））情情報報提提供供のの充充実実  

支援を必要とする人や福祉サービスを利用する人が、必要とする福祉に関する情報を

得ることができるよう、多様な媒体による分かりやすい情報提供を行います。 

 

施施策策①①  福福祉祉情情報報提提供供体体制制のの充充実実  
  

事事業業番番号号１１００．．福福祉祉情情報報提提供供体体制制のの充充実実  

誰もが相談窓口や利用できる制度についてなど、福祉に関する必要な情報を得ることがで

きるよう、情報の内容及び情報の提供体制を充実します。 
  

取 組 内 容 

分分かかりりややすすいい情情報報のの提提

供供  

・ 福祉情報冊子・パンフレット等による、分かりやすくきめ

細やかな情報提供を行う。 

・ 情報を分野別に収集し、必要な情報が入手しやすいように

情報提供を行う。 

使使いいややすすいい制制度度ににつついい

ててのの情情報報提提供供  

・ 多様な広報手段により、誰もが社会活動に参加できるよ

う、様々な制度について情報提供の充実に努める。 

  

取取組組のの方方針針（（２２））地地域域ににおおけけるる相相談談をを包包括括的的にに受受けけ止止めめるる相相談談体体制制のの構構築築  

身近な地域で相談支援につながる仕組みづくりを進めるとともに、複合化・複雑化し

た課題の解決に向けて包括的に支援する体制を構築します。 

 

施施策策①①  身身近近なな相相談談機機能能のの充充実実  
  

事事業業番番号号１１１１．．身身近近なな相相談談機機能能のの充充実実  

地域福祉コーディネーターによる文化センターでの困りごと相談会を充実する等、身近な

地域における相談機能を強化します。 
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取 組  内 容 

防防災災ママッッププのの充充実実  ・ ハザードマップの内容の充実や周知等を行う。 

社社会会福福祉祉施施設設等等ととのの防防

災災協協定定、、福福祉祉避避難難所所のの確確

保保  

・ 災害時に一次避難所での避難生活を送ることが困難な要

配慮者のための福祉避難所として、福祉施設等を利用でき

るよう防災協定を結び、要配慮者が安心して避難生活を送

れる環境を整備する。 

  

事事業業番番号号８８．．地地域域ににおおけけるる防防災災ををテテーーママととすするる意意識識啓啓発発とと支支ええ合合いいのの体体制制づづくくりり【【新新規規】】  

地域における防災をテーマとする意識啓発と支え合いの体制づくりを進めます。 
  

取 組 内 容 

防防災災ををテテーーママととすするる意意

識識啓啓発発とと支支ええ合合いいのの体体

制制づづくくりり  

・ 地域における防災についての意識啓発や、防災をテーマと

した情報交換等の場づくりを行う。 

 

取取組組のの方方針針（（４４））地地域域のの防防犯犯対対策策のの推推進進  

高齢者や子ども等を犯罪から守るため、地域の防犯対策の強化を図ります。 

 

施施策策①①  防防犯犯意意識識のの向向上上  
  

事事業業番番号号９９．．防防犯犯意意識識のの向向上上  

高齢者や子ども等を犯罪から守り、安全に暮らせるよう地域の防犯意識を向上します。 
  

取 組 内 容 

防防犯犯意意識識のの向向上上  ・ 詐欺や窃盗等の被害から守るため、生活者自身の防犯意識

を高める啓発活動の充実を図る。また、地域の自主防犯意

識の啓発活動や支援活動の充実を図る。 

犯犯罪罪にに関関すするる情情報報提提供供

のの充充実実  

・ 詐欺や窃盗等の被害から守るため、犯罪についての情報提

供の充実を図る。 

自自主主防防犯犯パパトトロローールル活活

動動のの支支援援  

・ 府中警察署及び府中防犯協会等と連携し、防犯意識向上啓

発活動及び住民による自主防犯パトロール活動を支援す

る。 
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取 組 内 容 

身身近近なな相相談談窓窓口口のの充充実実  ・ 身近な相談窓口として、民生委員・児童委員及び地域福祉

コーディネーターと連携し相談体制の整備を進める。 

利利用用者者のの立立場場にに立立っったた

相相談談体体制制のの充充実実  

・ 高度化、多様化する福祉相談業務に的確に対応できる職員

を育成し、利用者の立場に立った相談体制を充実する。 

苦苦情情相相談談窓窓口口のの充充実実  ・ 福祉サービスの利用に関する苦情に対して、苦情相談窓口

で対応し、解決に努める。 

  

施施策策②②  複複合合化化・・複複雑雑化化ししたた課課題題にに対対応応すするる相相談談機機能能のの充充実実【【重重点点１１－－３３】】  
  

事事業業番番号号１１２２．．福福祉祉のの総総合合相相談談窓窓口口のの設設置置  

様々な福祉分野の問題を１か所で相談できる総合相談窓口の整備を進めます。 
  

取 組 内 容 

総総合合相相談談窓窓口口のの整整備備  ・ 様々な福祉分野の問題を相談できる総合相談窓口の整備

を進める。 

  

事事業業番番号号１１３３．．多多機機関関協協働働のの包包括括的的なな相相談談支支援援体体制制のの構構築築【【新新規規】】  

分野ごとの相談支援体制では、解決が困難な課題について、多機関が連携して解決に向け

た支援をするための体制を構築します。 

  

取 組 内 容 

福福祉祉課課題題のの共共有有  ・ 福祉課題の共有と解決のため、庁内及び関係機関との連携

体制の確保に努める。 

相相談談窓窓口口のの連連携携強強化化  ・ 地域包括支援センター、地域生活支援センター、子ども家

庭支援センター等の相談窓口間の連携を強化する。 

多多機機関関協協働働のの包包括括的的なな

相相談談支支援援体体制制のの構構築築  

・ 複数の分野にまたがる複合的な課題を抱える人・世帯につ

いて、関係機関との連携による包括的・継続的な支援を図

る。また、地域福祉コーディネーターが関係機関等の調整

を図る。 

 

取取組組のの方方針針（（３３））社社会会福福祉祉協協議議会会ととのの連連携携強強化化  

府中市社会福祉協議会の活動を支援し、地域福祉の推進のための取組を連携して進め

ます。 
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施施策策①①  社社会会福福祉祉協協議議会会ととのの連連携携  
  

事事業業番番号号１１４４．．地地域域福福祉祉活活動動推推進進事事業業のの支支援援  

地域福祉活動計画の推進を支援します。 
  

取 組 内 容 

地地域域福福祉祉活活動動推推進進事事業業

のの支支援援  

・ 地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画と連携する地域

福祉活動計画の推進を支援する。 

 

取取組組のの方方針針（（４４））権権利利擁擁護護のの推推進進、、虐虐待待防防止止のの推推進進  

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方の生活が守られ、地域で

安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進による権利擁護を推進します。また、高

齢者、障害のある人、子ども等に対する虐待の防止を推進します。 

 

施施策策①①  成成年年後後見見制制度度利利用用促促進進にによよるる権権利利擁擁護護のの推推進進（（府府中中市市成成年年後後見見制制度度利利用用促促

進進基基本本計計画画））【【重重点点２２－－１１】】  
  

事事業業番番号号１１５５．．成成年年後後見見制制度度利利用用促促進進にによよるる権権利利擁擁護護のの推推進進  

成年後見制度の利用促進による権利擁護の推進のため、地域連携ネットワークの構築に向

け取り組みます。また、引き続き、成年後見制度に関する相談支援、制度の広報及び市民後

見人等の育成、活動支援等を実施します。 
  

取 組 内 容 

地地域域連連携携ネネッットトワワーークク

のの構構築築にに向向けけたた取取組組のの

実実施施  

・ 日常的に支援が必要な方を見守り、必要な対応を行う本人

に身近な親族、福祉、医療等の関係者及び後見人等で構成

されるチームに対し、専門機関等が必要な支援を行えるよ

う、保健、医療、福祉及び司法等の様々な専門機関から構

成される協議会を設置する。 

・ 専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務

局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中

核機関とするため、権利擁護センターふちゅうの機能を強

化する。 

成成年年後後見見制制度度にに関関すするる

相相談談・・広広報報のの拡拡充充  

・ 権利擁護センターふちゅうの相談機能及び広報機能を拡

充する。成年後見制度に関する講座を実施するなど、制度

についての周知と利用促進を図る。 

市市民民後後見見人人等等のの養養成成及及

びび支支援援  

・ 市民後見人養成のための講習を実施するとともに、後見人

同士の情報交換会の実施等、後見人の円滑な後見活動のた

めの支援を行う。 
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取 組 内 容 

身身近近なな相相談談窓窓口口のの充充実実  ・ 身近な相談窓口として、民生委員・児童委員及び地域福祉

コーディネーターと連携し相談体制の整備を進める。 

利利用用者者のの立立場場にに立立っったた

相相談談体体制制のの充充実実  

・ 高度化、多様化する福祉相談業務に的確に対応できる職員

を育成し、利用者の立場に立った相談体制を充実する。 

苦苦情情相相談談窓窓口口のの充充実実  ・ 福祉サービスの利用に関する苦情に対して、苦情相談窓口

で対応し、解決に努める。 

  

施施策策②②  複複合合化化・・複複雑雑化化ししたた課課題題にに対対応応すするる相相談談機機能能のの充充実実【【重重点点１１－－３３】】  
  

事事業業番番号号１１２２．．福福祉祉のの総総合合相相談談窓窓口口のの設設置置  

様々な福祉分野の問題を１か所で相談できる総合相談窓口の整備を進めます。 
  

取 組 内 容 

総総合合相相談談窓窓口口のの整整備備  ・ 様々な福祉分野の問題を相談できる総合相談窓口の整備

を進める。 

  

事事業業番番号号１１３３．．多多機機関関協協働働のの包包括括的的なな相相談談支支援援体体制制のの構構築築【【新新規規】】  

分野ごとの相談支援体制では、解決が困難な課題について、多機関が連携して解決に向け

た支援をするための体制を構築します。 

  

取 組 内 容 

福福祉祉課課題題のの共共有有  ・ 福祉課題の共有と解決のため、庁内及び関係機関との連携

体制の確保に努める。 

相相談談窓窓口口のの連連携携強強化化  ・ 地域包括支援センター、地域生活支援センター、子ども家

庭支援センター等の相談窓口間の連携を強化する。 

多多機機関関協協働働のの包包括括的的なな

相相談談支支援援体体制制のの構構築築  

・ 複数の分野にまたがる複合的な課題を抱える人・世帯につ

いて、関係機関との連携による包括的・継続的な支援を図

る。また、地域福祉コーディネーターが関係機関等の調整

を図る。 

 

取取組組のの方方針針（（３３））社社会会福福祉祉協協議議会会ととのの連連携携強強化化  

府中市社会福祉協議会の活動を支援し、地域福祉の推進のための取組を連携して進め

ます。 
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施施策策②②  虐虐待待防防止止のの推推進進  
  

事事業業番番号号１１６６．．様様々々なな福福祉祉分分野野ににおおけけるる虐虐待待やや暴暴力力にに対対すするる取取組組  

虐待相談窓口の周知、虐待を見逃さない地域づくりを進めます。 
  

取 組 内 容 

虐虐待待防防止止対対策策のの推推進進  ・ 虐待や暴力に対する相談窓口の周知を図り、虐待の防止及

び早期発見・対応に努める。 

 

取取組組のの方方針針（（５５））自自立立とと社社会会参参加加へへのの支支援援  

様々な課題を抱える人も含めた全ての人が、自立や社会に参加しながら暮らすことが

できるよう、相談支援、就労や住居確保のための支援など社会参加に向けた支援を行い

ます。 

 

施施策策①①  再再犯犯防防止止等等のの推推進進（（府府中中市市再再犯犯防防止止推推進進計計画画））【【重重点点２２－－２２】】  
  

事事業業番番号号１１７７．．再再犯犯のの防防止止等等のの推推進進にによよるる安安全全でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる地地域域づづくくりり  

犯罪をした者等が、孤立せず社会を構成する一員となり、再び罪を犯すことなく、誰もが

安心して暮らせる地域づくりを進めるため、就労及び住居確保に係る支援、保健医療及び福

祉サービスの利用の促進、子どもたちに対する非行防止に係る取組、民間協力者の活動の促

進及び市民に対する再犯防止等についての広報・啓発活動の推進等を行います。 
  

取 組 内 容 

就就労労及及びび住住居居のの確確保保支支

援援  

・ ホームページ、広報紙において、協力雇用主制度の周知を

図る。 

・ 就労及び住居の確保について支援する。 

保保健健医医療療及及びび福福祉祉ササーー

ビビススのの利利用用促促進進  

・ 必要な保健医療及び福祉サービスにつなげる。 

・ 薬物乱用防止については、東京都に協力し啓発活動を推進

する。 

非非行行防防止止等等のの取取組組のの推推

進進  

・ 青少年の健全な育成のための事業を推進する。 

民民間間協協力力者者のの活活動動のの促促

進進等等、、広広報報・・啓啓発発活活動動のの

推推進進  

・ 府中地区保護司会等の活動の促進を支援する。 

・ 社会を明るくする運動を推進する。 

国国・・民民間間団団体体等等ととのの連連携携

強強化化等等  

・ 国、都、保護観察所、刑務所等との連携を強化し、再犯防

止を推進する。 
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施施策策②②  セセーーフフテティィネネッットトのの充充実実【【重重点点２２－－３３】】  
  

事事業業番番号号１１８８．．生生活活困困窮窮者者のの自自立立支支援援事事業業のの推推進進  

生活困窮者自立支援制度に基づき、仕事や暮らし等、様々な課題を抱える方の相談に対応

するため、就労、住居確保、家計の見直し及び子どもの学習・生活等に対する支援を行い、

生活困窮者の自立に向けた支援を行います。 
  

取 組 内 容 

生生活活困困窮窮者者のの自自立立相相談談

支支援援のの充充実実  

・ 生活困窮者の自立のための相談支援を実施する。 

生生活活困困窮窮者者のの就就労労支支援援・・

就就労労準準備備支支援援のの実実施施  

・ ハローワーク等と連携し就労支援を行い、早期就労を図

る。 

・ 生活リズムの崩れや就労経験がないなど、就労に向けた準

備が整っていない方に対し、基礎能力向上を支援する。 

生生活活困困窮窮者者のの住住居居確確保保

給給付付金金のの支支給給  

・ 居住が不安定な離職者等に対して、求職期間中の家賃を支

給し、生活再建を支える。 

生生活活困困窮窮者者のの家家計計改改善善

支支援援のの実実施施  

・ 家計の改善のため、家計状況の把握、収支バランスの改善、

負債整理等を支援する。 

生生活活困困窮窮家家庭庭のの子子どどもも

のの学学習習・・生生活活支支援援のの実実施施  

・ 生活困窮家庭の子どもへの学習・生活支援により、健全な

育成の促進、進学・就職に向けた支援を行う。 

  

施施策策③③  住住宅宅確確保保にに関関すするる支支援援  
  

事事業業番番号号１１９９．．住住宅宅確確保保にに関関すするる支支援援  

住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害のある人、子どもを養育している方、その

他住宅の確保に特に配慮を要する方々）に対する住宅確保に係る支援を進めます。 
  

取 組 内 容 

住住宅宅確確保保にに関関すするる支支援援  ・ 居住支援協議会による住宅確保要配慮者に対する住宅確

保に係る支援を行う。 

・ 高齢者や障害のある人及びひとり親世帯向けの公営住宅

の確保に努める。 

・ 高齢者、障害のある人が地域で共同生活するための 

グループホームの整備を推進する。 

・ 社会福祉協議会による住宅に困窮する高齢者や障害のあ

る人への民間賃貸住宅のあっ旋、入居支援を行う。 
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施施策策②②  虐虐待待防防止止のの推推進進  
  

事事業業番番号号１１６６．．様様々々なな福福祉祉分分野野ににおおけけるる虐虐待待やや暴暴力力にに対対すするる取取組組  

虐待相談窓口の周知、虐待を見逃さない地域づくりを進めます。 
  

取 組 内 容 

虐虐待待防防止止対対策策のの推推進進  ・ 虐待や暴力に対する相談窓口の周知を図り、虐待の防止及

び早期発見・対応に努める。 

 

取取組組のの方方針針（（５５））自自立立とと社社会会参参加加へへのの支支援援  

様々な課題を抱える人も含めた全ての人が、自立や社会に参加しながら暮らすことが

できるよう、相談支援、就労や住居確保のための支援など社会参加に向けた支援を行い

ます。 

 

施施策策①①  再再犯犯防防止止等等のの推推進進（（府府中中市市再再犯犯防防止止推推進進計計画画））【【重重点点２２－－２２】】  
  

事事業業番番号号１１７７．．再再犯犯のの防防止止等等のの推推進進にによよるる安安全全でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる地地域域づづくくりり  

犯罪をした者等が、孤立せず社会を構成する一員となり、再び罪を犯すことなく、誰もが

安心して暮らせる地域づくりを進めるため、就労及び住居確保に係る支援、保健医療及び福

祉サービスの利用の促進、子どもたちに対する非行防止に係る取組、民間協力者の活動の促

進及び市民に対する再犯防止等についての広報・啓発活動の推進等を行います。 
  

取 組 内 容 

就就労労及及びび住住居居のの確確保保支支

援援  

・ ホームページ、広報紙において、協力雇用主制度の周知を

図る。 

・ 就労及び住居の確保について支援する。 

保保健健医医療療及及びび福福祉祉ササーー

ビビススのの利利用用促促進進  

・ 必要な保健医療及び福祉サービスにつなげる。 

・ 薬物乱用防止については、東京都に協力し啓発活動を推進

する。 

非非行行防防止止等等のの取取組組のの推推

進進  

・ 青少年の健全な育成のための事業を推進する。 

民民間間協協力力者者のの活活動動のの促促

進進等等、、広広報報・・啓啓発発活活動動のの

推推進進  

・ 府中地区保護司会等の活動の促進を支援する。 

・ 社会を明るくする運動を推進する。 

国国・・民民間間団団体体等等ととのの連連携携

強強化化等等  

・ 国、都、保護観察所、刑務所等との連携を強化し、再犯防

止を推進する。 

 

    

- 109 -



 

- 110 - 

施施策策④④  就就業業にによよるる社社会会参参加加へへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２００．．就就業業機機会会のの拡拡大大  

高齢者、障害のある人、ひとり親等の就労機会の拡大に努めます。 
  

取 組 内 容 

就就業業機機会会のの拡拡大大  ・ 高齢者の知識や経験をいかせるよう、シルバー人材セン 

ターと連携し、社会参加の機会を拡大する。 

・ いきいきワーク府中やハローワーク等と連携し、高齢者の

就業を支援する。 

・ 障害のある人の能力に着目した職域の拡大を検討すると

ともに、企業等との連携を図り、障害のある人の雇用促進

に努める。 

・ ひとり親の就職を促進するため、母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業や資格取得のための給付金事業等を実施

する。 

  

施施策策⑤⑤  ひひききここももりりにに関関すするる支支援援  
  

事事業業番番号号２２１１．．ひひききここももりりにに関関すするる支支援援【【新新規規】】  

ひきこもり等に悩む人や家族の支援を行います。 
  

取 組 内 容 

ひひききここももりりにに関関すするる支支

援援  

・ 東京都ひきこもりサポートネット等と連携し、ひきこもり

等に悩む人や家族の相談を受け、就労準備等社会参加に向

けた支援を行う。 

 

   

- 110 -



第５章 計画の基本目標に向けた取組 

- 111 - 

取取組組のの方方針針（（６６））福福祉祉ササーービビススのの質質のの確確保保  

利用者が適切なサービスを利用できるよう、福祉サービス提供事業者への運営指導や

支援を通して、サービスの質の向上を図ります。 

 

施施策策①①  事事業業者者・・事事業業者者団団体体へへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２２２．．福福祉祉ササーービビスス事事業業者者へへのの運運営営支支援援及及びび指指導導  

福祉サービス提供体制及び質を確保するため、福祉事業所に対する運営支援、指導等を実

施します。 
  

取 組 内 容 

福福祉祉ササーービビスス提提供供事事業業

者者へへのの事事業業継継続続計計画画（（ＢＢ

ＣＣＰＰ））策策定定のの促促進進  

・ 被災した避難行動要支援者に対し、居宅・避難所・仮設住

宅等において、サービスの継続的な提供や福祉施設が早期

に再開できるよう、事業者連絡会等を活用して、サービス

提供事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進する。 

事事業業者者団団体体へへのの支支援援  ・ 福祉サービス提供事業者に対して各種情報を提供すると

ともに、事業者間の情報ネットワークの構築を支援する

等、福祉サービスの安定的提供、質の確保を図る。 

福福祉祉ササーービビスス事事業業者者へへ

のの運運営営指指導導  

・ 福祉サービス提供事業者である社会福祉法人等への指導

検査を実施し、サービスの質の確保を図る。 

民民間間活活力力のの活活用用  ・ 民間事業者が提供する福祉サービスを積極的に活用する

とともに、社会福祉法人等の健全な運営を支援し、安定的

かつ効率的なサービス提供体制を確保する。 

福福祉祉ササーービビスス第第三三者者評評

価価制制度度のの普普及及・・促促進進  

・ 福祉サービス第三者評価制度の普及を促進し、サービスの

質の確保に努めるとともに、利用者がサービスの選択をす

る際に目安となるよう情報を提供する。 

  

事事業業番番号号２２３３．．専専門門的的なな人人材材確確保保ののたためめのの支支援援  

福祉分野での人材を確保します。 
  

取 組 内 容 

専専門門的的なな人人材材確確保保ののたた

めめのの支支援援  

・ 社会福祉士資格取得費用助成事業及び介護職員初任者研

修費用助成事業を実施し、専門的人材の確保について支援

する。 
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施施策策④④  就就業業にによよるる社社会会参参加加へへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２００．．就就業業機機会会のの拡拡大大  

高齢者、障害のある人、ひとり親等の就労機会の拡大に努めます。 
  

取 組 内 容 

就就業業機機会会のの拡拡大大  ・ 高齢者の知識や経験をいかせるよう、シルバー人材セン 

ターと連携し、社会参加の機会を拡大する。 

・ いきいきワーク府中やハローワーク等と連携し、高齢者の

就業を支援する。 

・ 障害のある人の能力に着目した職域の拡大を検討すると

ともに、企業等との連携を図り、障害のある人の雇用促進

に努める。 

・ ひとり親の就職を促進するため、母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業や資格取得のための給付金事業等を実施

する。 

  

施施策策⑤⑤  ひひききここももりりにに関関すするる支支援援  
  

事事業業番番号号２２１１．．ひひききここももりりにに関関すするる支支援援【【新新規規】】  

ひきこもり等に悩む人や家族の支援を行います。 
  

取 組 内 容 

ひひききここももりりにに関関すするる支支

援援  

・ 東京都ひきこもりサポートネット等と連携し、ひきこもり

等に悩む人や家族の相談を受け、就労準備等社会参加に向

けた支援を行う。 
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基基本本目目標標３３  生生きき生生ききとと健健康康にに暮暮ららすすたためめのの環環境境づづくくりり  
 

いつまでも生き生きと健康に暮らせるよう、市民が主体的に健康づくりや介護予防等

に取り組むことができる環境づくりを推進します。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））健健康康づづくくりり・・介介護護予予防防のの推推進進  

生き生きと健康に暮らし続けるためには、市民一人一人が日頃から自らの健康に関心

を持ち、健康づくりに取り組むことが必要です。それぞれのライフステージに合わせた

健康づくりへの支援と、介護予防の推進を図ります。 

 

施施策策①①  健健康康づづくくりりへへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２４４．．ラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた健健康康づづくくりりのの推推進進・・医医療療機機関関ととのの連連携携  

市民が自らの健康に関心を持ち、ライフステージに合わせた健康づくりに取り組むこと、

また、疾病の予防及び早期発見に取り組むよう促進します。 
  

取 組 内 容 

医医療療機機関関ととのの連連携携  ・ 医療機関と連携した健康教育事業を実施する。 

・ かかりつけ医（医科・歯科・薬局）の普及を促進する。 

こここころろのの健健康康をを守守るる取取

組組のの推推進進  

・ こころの健康に関する相談窓口を充実するとともに、スト

レス等への対応等、こころの健康についての啓発活動を行

う。 

各各種種健健康康診診査査・・検検診診等等のの

実実施施  

・ 様々な疾病の早期発見及び生活習慣病の予防のため、成人

健康診査、特定健診、後期高齢者医療健診及び各種検診を

実施する。 

  

施施策策②②  健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報提提供供のの充充実実  
  

事事業業番番号号２２５５．．健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報提提供供のの充充実実  

健康に関する相談・情報提供の充実を図ります。 
  

取 組 内 容 

健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報

提提供供のの充充実実  

・ 健康に関する相談・情報提供の充実を図る。 
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施施策策③③  介介護護予予防防のの推推進進  
  

事事業業番番号号２２６６．．介介護護予予防防事事業業のの充充実実  

健康で生き生きと暮らし続けるため、介護予防事業の充実を図ります。 
  

取 組 内 容 

健健康康づづくくりり・・介介護護予予防防のの

場場とと機機会会のの提提供供  

・ ライフステージに応じた健康づくり、介護予防事業に取り

組むための場や機会を提供する。 

介介護護予予防防事事業業のの充充実実  ・ 介護予防の必要性等について周知する。 

・ 介護予防推進センターや地域包括支援センター等におい

て介護予防事業を実施する。 

・ 各地域で介護予防活動の取組が広められるよう介護予防

サポーターを育成する。 

・ 介護予防の自主グループの立ち上げや活動の継続を支援

する。 

 

取取組組のの方方針針（（２２））日日常常生生活活へへのの支支援援  

全ての人が地域において、自分らしい暮らしを安心して続けることができるよう、一

人一人の状況に応じた生活支援を行います。 

 

施施策策①①  日日常常生生活活へへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２７７．．住住ままいいののババリリアアフフリリーー化化のの支支援援  

高齢者や障害のある人が住み慣れた家で安心して生活が続けられるよう、改修のための相

談や費用助成による住まいのバリアフリー化を支援します。 
  

取 組 内 容 

住住ままいいののババリリアアフフリリーー

化化  

・ 高齢者や障害のある人が住み慣れた家で安心して生活が

続けられるよう、改修のための相談や費用助成を行い、住

まいのバリアフリー化を支援する。 
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基基本本目目標標３３  生生きき生生ききとと健健康康にに暮暮ららすすたためめのの環環境境づづくくりり  
 

いつまでも生き生きと健康に暮らせるよう、市民が主体的に健康づくりや介護予防等

に取り組むことができる環境づくりを推進します。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））健健康康づづくくりり・・介介護護予予防防のの推推進進  

生き生きと健康に暮らし続けるためには、市民一人一人が日頃から自らの健康に関心

を持ち、健康づくりに取り組むことが必要です。それぞれのライフステージに合わせた

健康づくりへの支援と、介護予防の推進を図ります。 

 

施施策策①①  健健康康づづくくりりへへのの支支援援  
  

事事業業番番号号２２４４．．ラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた健健康康づづくくりりのの推推進進・・医医療療機機関関ととのの連連携携  

市民が自らの健康に関心を持ち、ライフステージに合わせた健康づくりに取り組むこと、

また、疾病の予防及び早期発見に取り組むよう促進します。 
  

取 組 内 容 

医医療療機機関関ととのの連連携携  ・ 医療機関と連携した健康教育事業を実施する。 

・ かかりつけ医（医科・歯科・薬局）の普及を促進する。 

こここころろのの健健康康をを守守るる取取

組組のの推推進進  

・ こころの健康に関する相談窓口を充実するとともに、スト

レス等への対応等、こころの健康についての啓発活動を行

う。 

各各種種健健康康診診査査・・検検診診等等のの

実実施施  

・ 様々な疾病の早期発見及び生活習慣病の予防のため、成人

健康診査、特定健診、後期高齢者医療健診及び各種検診を

実施する。 

  

施施策策②②  健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報提提供供のの充充実実  
  

事事業業番番号号２２５５．．健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報提提供供のの充充実実  

健康に関する相談・情報提供の充実を図ります。 
  

取 組 内 容 

健健康康にに関関すするる相相談談・・情情報報

提提供供のの充充実実  

・ 健康に関する相談・情報提供の充実を図る。 
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事事業業番番号号２２８８．．生生活活支支援援のの充充実実  

公的なサービス以外の制度や様々な主体や方法による生活支援の充実を図ります。 
  

取 組 内 容 

多多様様なな主主体体やや方方法法にによよ

るる生生活活支支援援のの推推進進  

・ ファミリー・サポート・センター事業や社会福祉協議会の

有償在宅福祉サービスなど、住民主体の生活支援のサービ

スの展開を支援する。 

・ ボランティア等による生活支援のサービスの充実と担い

手の増加を図る。 

  

取取組組のの方方針針（（３３））自自殺殺防防止止にに向向けけたた取取組組  

「こころといのちを支えあうまち」を目指して策定された府中市自殺総合対策計画を

推進します。 

 

施施策策①①  府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計画画のの推推進進  
  

事事業業番番号号２２９９．．府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計画画のの推推進進【【新新規規】】  

府中市自殺総合対策計画に定める取組の推進を図ります。 
  

取 組 内 容 

府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計

画画にに定定めめるる取取組組のの推推進進  

・ 府中市自殺総合対策計画に定める取組の推進を図る。 
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基基本本目目標標４４  福福祉祉ののままちちづづくくりりのの推推進進  
 

年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できる生活

環境その他の環境を作り上げるユニバーサルデザインの理念に基づき、高齢者や障害の

ある人を含めた全ての人が、安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることが

できるまちを目指し、福祉のまちづくりを推進します。 

 

取取組組のの方方針針（（１１））物物理理的的ななババリリアアフフリリーーのの推推進進  

多くの市民が利用する公共施設、道路、公園、公共交通施設等について、高齢者、障害

のある人を始め、全ての市民が円滑に利用できるよう、ユニバーサルデザインの理念に

基づいて整備を進めます。 

 

施施策策①①  ユユニニババーーササルルデデザザイインン及及びびババリリアアフフリリーーのの推推進進  
  

事事業業番番号号３３００．．福福祉祉ののままちちづづくくりり推推進進事事業業  

福祉のまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインの周知、民間事業者への指導、

福祉環境整備の助成等を行います。 
  

取 組 内 容 

カカララーーユユニニババーーササルルデデ

ザザイインンガガイイドドラライインン及及

びびユユニニババーーササルルデデザザイイ

ンンガガイイドドラライインンのの周周知知  

・ 分かりやすく理解しやすい表現にするためカラーユニ 

バーサルデザインガイドラインを周知する。 

・ 安全で快適な生活を営むことができる良好な生活環境を

創出するため、ユニバーサルデザインガイドラインを周知

する。 

福福祉祉ののままちちづづくくりり推推進進

事事業業のの実実施施  

・ バリアフリー整備基準の徹底を図るため、建築事業者に対

する着工前の事前協議及び指導を実施する。 

福福祉祉的的環環境境のの整整備備のの推推

進進  

・ 福祉のまちづくり条例の整備基準に基づく改修工事費用

の一部を助成する。 
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事事業業番番号号２２８８．．生生活活支支援援のの充充実実  

公的なサービス以外の制度や様々な主体や方法による生活支援の充実を図ります。 
  

取 組 内 容 

多多様様なな主主体体やや方方法法にによよ

るる生生活活支支援援のの推推進進  

・ ファミリー・サポート・センター事業や社会福祉協議会の

有償在宅福祉サービスなど、住民主体の生活支援のサービ

スの展開を支援する。 

・ ボランティア等による生活支援のサービスの充実と担い

手の増加を図る。 

  

取取組組のの方方針針（（３３））自自殺殺防防止止にに向向けけたた取取組組  

「こころといのちを支えあうまち」を目指して策定された府中市自殺総合対策計画を

推進します。 

 

施施策策①①  府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計画画のの推推進進  
  

事事業業番番号号２２９９．．府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計画画のの推推進進【【新新規規】】  

府中市自殺総合対策計画に定める取組の推進を図ります。 
  

取 組 内 容 

府府中中市市自自殺殺総総合合対対策策計計

画画にに定定めめるる取取組組のの推推進進  

・ 府中市自殺総合対策計画に定める取組の推進を図る。 
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事事業業番番号号３３１１．．ユユニニババーーササルルデデザザイインン及及びびババリリアアフフリリーーにに配配慮慮ししたた公公共共施施設設のの整整備備  

学校など市の公共施設を新たに整備又は改修する際は、ユニバーサルデザイン、バリアフ

リーに配慮して整備します。 
  

取 組 内 容 

公公共共施施設設ののユユニニババーーササ

ルルデデザザイインン及及びびババリリアア

フフリリーー化化のの推推進進  

・ 学校など市の公共施設を新たに整備又は改修する際は、ユ

ニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮して整備する。 

  

事事業業番番号号３３２２．．公公共共施施設設ににおおけけるる誰誰ももがが利利用用ししややすすいい設設備備のの整整備備  

市の公共施設におけるトイレのバリアフリー化や、分かりやすいサイン（案内）の表示な

どの整備を推進します。 
  

取 組 内 容 

公公共共施施設設ののトトイイレレののババ

リリアアフフリリーー化化のの促促進進  

・ 高齢者、障害のある人等の行動範囲を広げるため、公共施

設のトイレのバリアフリー化を順次進める。 

公公共共施施設設ののササイインン（（案案

内内））整整備備のの拡拡充充  

・ ユニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮して、ピクト

グラムなど見えやすく分かりやすいサインの整備を拡充

する。 

音音声声案案内内のの整整備備  ・ 視覚障害者の安全性及び利便性を確保するため、音声によ

る案内を整備する。 

  

事事業業番番号号３３３３．．公公園園ののババリリアアフフリリーー化化のの推推進進  

トイレのバリアフリー化、ベンチの設置、歩行空間の段差の解消等、公園のバリアフリー

化を推進します。 
  

取 組 内 容 

トトイイレレののババリリアアフフリリーー

化化のの促促進進  

・ 誰でも利用できるようトイレのバリアフリー化を順次進

める。 

ベベンンチチ設設置置のの拡拡充充  ・ 自然や環境に親しめるよう、公園、緑道及び水辺周辺に誰

でも休めるベンチを設置する。 

歩歩行行空空間間のの段段差差解解消消のの

推推進進  

・ 階段のスロープ化や園路や通路の付け替えなどに取り組

み、既存の公園、緑道等の段差解消を推進する。 
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事事業業番番号号３３４４．．移移動動ののババリリアアフフリリーー化化のの推推進進  

高齢者、障害のある人、子ども連れの方など移動の困難な方も含め、移動の安全性及び利

便性が向上するための取組を推進します。 
  

取 組 内 容 

道道路路ののババリリアアフフリリーー化化

のの推推進進  
・ 段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの改修、街路樹の

管理及び電柱の占用箇所の見直し等市道のバリアフリー

化を推進する。 

交交通通事事業業者者ととのの連連携携強強

化化  
・ 子ども連れの方や妊婦、高齢者、障害のある人など誰もが

安全かつ快適に移動できるようにするため、駅舎、駅構内、

バス停、駅前広場等の整備について、交通事業者との連携

を強化する。 

福福祉祉移移送送のの支支援援  ・ 高齢者、障害のある人等、移動の困難な方の移動を支援す

るため、交通事業者やＮＰＯと連携した福祉移送を支援す

る。 

ココミミュュニニテティィババススのの運運

行行  
・ コミュニティバスを運行し、高齢者、障害のある人など移

動の困難な方の移動を支援する。 

自自転転車車駐駐車車場場のの整整備備  ・ 自転車利用者の利便性を確保するとともに、自転車の放置

防止を図り、市民の良好な生活環境を確保するため、駅周

辺等に自転車駐車場を整備する。 

 

取取組組のの方方針針（（２２））制制度度ののババリリアアフフリリーーのの推推進進  

障害等のあるなしにかかわらず、全ての市民が希望する社会活動等に参加及び参画が

できるための制度づくりや必要とされる福祉ニーズの把握を行います。 

 

施施策策①①  幅幅広広くく使使いいややすすいい制制度度のの推推進進  
  

事事業業番番号号３３５５．．社社会会活活動動等等へへのの参参加加・・参参画画にに対対すするる支支援援のの充充実実  

市民の誰もが希望する社会活動に参加及び参画することができるための支援を行います。 
  

取 組 内 容 

市市民民参参画画にによよるる制制度度づづ

くくりり  
・ できる限り多くの市民が希望に沿った社会参加・参画がで

きる制度づくりに努める。 

協協議議会会等等へへのの参参加加促促進進  ・ 当事者の意見が市政に積極的に反映されるように、当事者

の協議会等への参加や計画づくりへの参画を推進する。 

市市民民のの福福祉祉ニニーーズズのの把把

握握  
・ 支援を必要とする人や市民の福祉課題やニーズを把握す

るため、ワークショップやアンケート調査等を実施する。 
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事事業業番番号号３３１１．．ユユニニババーーササルルデデザザイインン及及びびババリリアアフフリリーーにに配配慮慮ししたた公公共共施施設設のの整整備備  

学校など市の公共施設を新たに整備又は改修する際は、ユニバーサルデザイン、バリアフ

リーに配慮して整備します。 
  

取 組 内 容 

公公共共施施設設ののユユニニババーーササ

ルルデデザザイインン及及びびババリリアア

フフリリーー化化のの推推進進  

・ 学校など市の公共施設を新たに整備又は改修する際は、ユ

ニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮して整備する。 

  

事事業業番番号号３３２２．．公公共共施施設設ににおおけけるる誰誰ももがが利利用用ししややすすいい設設備備のの整整備備  

市の公共施設におけるトイレのバリアフリー化や、分かりやすいサイン（案内）の表示な

どの整備を推進します。 
  

取 組 内 容 

公公共共施施設設ののトトイイレレののババ

リリアアフフリリーー化化のの促促進進  

・ 高齢者、障害のある人等の行動範囲を広げるため、公共施

設のトイレのバリアフリー化を順次進める。 

公公共共施施設設ののササイインン（（案案

内内））整整備備のの拡拡充充  

・ ユニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮して、ピクト

グラムなど見えやすく分かりやすいサインの整備を拡充

する。 

音音声声案案内内のの整整備備  ・ 視覚障害者の安全性及び利便性を確保するため、音声によ

る案内を整備する。 

  

事事業業番番号号３３３３．．公公園園ののババリリアアフフリリーー化化のの推推進進  

トイレのバリアフリー化、ベンチの設置、歩行空間の段差の解消等、公園のバリアフリー

化を推進します。 
  

取 組 内 容 

トトイイレレののババリリアアフフリリーー

化化のの促促進進  

・ 誰でも利用できるようトイレのバリアフリー化を順次進

める。 

ベベンンチチ設設置置のの拡拡充充  ・ 自然や環境に親しめるよう、公園、緑道及び水辺周辺に誰

でも休めるベンチを設置する。 

歩歩行行空空間間のの段段差差解解消消のの

推推進進  

・ 階段のスロープ化や園路や通路の付け替えなどに取り組

み、既存の公園、緑道等の段差解消を推進する。 

  

    

- 117 -



 

- 118 - 

取取組組のの方方針針（（３３））情情報報ののババリリアアフフリリーーのの推推進進  

高齢者、障害のある人、外国人などを含め、誰もが必要とする情報を確実に入手できる

ように、多様な提供手段、媒体、表現方法を用いて情報提供の充実を図ります。 

 

施施策策①①  分分かかりりややすすくく利利用用ししややすすいい情情報報提提供供のの推推進進  
  

事事業業番番号号３３６６．．分分かかりりややすすくく利利用用ししややすすいい情情報報提提供供のの推推進進  

誰もが必要とする情報を確実に入手できるように、多様な提供手段、媒体を用いた情報提

供の推進を図ります。 
  

取 組 内 容 

多多様様なな媒媒体体をを活活用用ししたた

情情報報のの提提供供  
・ 広報、ホームページ等による情報の即時性を向上させる。 

・ ケーブルテレビや出前講座、地域の掲示板等の多様な情報

提供媒体を活用する。 

・ 新たな情報提供手段を検討する。 

情情報報利利用用ののアアククセセススのの

機機会会のの確確保保  
・ 多様な情報提供手段を活用し、高齢者、障害のある人、外

国人など、情報入手が困難な方における情報利用のアクセ

スの機会の確保に努める。 

ババリリアアフフリリーー情情報報のの提提

供供  
・ ホームページ等で、公共施設、駅、公園等のバリアフリー

の整備状況について情報を提供する。 
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取取組組のの方方針針（（４４））心心ののババリリアアフフリリーーのの推推進進  

子どもから大人まで、全ての市民が地域に関心を持ち、高齢者や障害のある人等の支

援を必要とする人への理解を深め、助け合い、支え合う気持ちを持てるよう、地域福祉へ

の理解と意識の醸成を図ります。 

 

施施策策①①  互互いいをを理理解解しし、、助助けけ合合うう福福祉祉意意識識のの醸醸成成  
  

事事業業番番号号３３７７．．福福祉祉教教育育・・啓啓発発活活動動のの推推進進にによよるる福福祉祉意意識識のの醸醸成成  

全ての市民が、地域には、高齢者、障害のある人、子ども、外国人等、多様な人が生活し

ていることへの理解を深め、助け合い、支え合う気持ちが持てるよう、地域福祉への理解と

意識の醸成を図ります。 
  

取 組 内 容 

福福祉祉意意識識のの醸醸成成  ・ 様々な広報媒体や福祉まつり等のイベント、福祉教育を通

じて、ソーシャルインクルージョン及びノーマライゼーシ

ョンの理念の普及に努める。 

・ 高齢者や障害のある人等の支援を必要とする人への理解

を深め、共に支え合う気持ちを持てるよう、福祉意識の醸

成を図る。 

福福祉祉教教育育・・啓啓発発活活動動のの推推

進進  
・ 小中学校での福祉教育やボランティア体験等の充実を図

り、高齢者や障害のある人への理解を深め、支え合う気持

ちを育む。 

・ 教員を対象として福祉研修を実施し、各学校の理解の深化

につなげる。 

・ 社会福祉協議会のボランティア体験などを活用し、地域に

おける福祉教育を推進する。 
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取取組組のの方方針針（（３３））情情報報ののババリリアアフフリリーーのの推推進進  

高齢者、障害のある人、外国人などを含め、誰もが必要とする情報を確実に入手できる

ように、多様な提供手段、媒体、表現方法を用いて情報提供の充実を図ります。 

 

施施策策①①  分分かかりりややすすくく利利用用ししややすすいい情情報報提提供供のの推推進進  
  

事事業業番番号号３３６６．．分分かかりりややすすくく利利用用ししややすすいい情情報報提提供供のの推推進進  

誰もが必要とする情報を確実に入手できるように、多様な提供手段、媒体を用いた情報提

供の推進を図ります。 
  

取 組 内 容 

多多様様なな媒媒体体をを活活用用ししたた

情情報報のの提提供供  
・ 広報、ホームページ等による情報の即時性を向上させる。 

・ ケーブルテレビや出前講座、地域の掲示板等の多様な情報

提供媒体を活用する。 

・ 新たな情報提供手段を検討する。 

情情報報利利用用ののアアククセセススのの

機機会会のの確確保保  
・ 多様な情報提供手段を活用し、高齢者、障害のある人、外

国人など、情報入手が困難な方における情報利用のアクセ

スの機会の確保に努める。 

ババリリアアフフリリーー情情報報のの提提

供供  
・ ホームページ等で、公共施設、駅、公園等のバリアフリー

の整備状況について情報を提供する。 

  

   

- 119 -



 

- 120 - 

 

 

 

  


